
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

老齢福祉年金，障害基礎年金受給権者

本人からの請求,電磁的記録（システム）の閲覧

含む

松戸年金事務所

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

老齢福祉年金の年金証書，障害基礎年金の現況届ファイル

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

老齢福祉年金の年金証書，障害基礎年金の現況届・障害状態確認届（診断書）を受付け，日本年金機構

に提出するもの

１．氏名，２．生年月日・年齢，３．住所，４．年金番号，５．年金額，６．口座情報，７．連絡先，

８．診断書



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

請求者

本人からの請求，電磁的記録（システム）の閲覧

含む

日本年金機構

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

福祉年金の届出ファイル

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

請求者の特定と，受給要件を確認し，福祉年金受給権者の各種届出を受付け，日本年金機構（松戸年金

事務所）へ送付するもの

１．氏名，２．生年月日・年齢，３．住所，４．個人番号，５.年金番号，６．家族情報，７．課税内

容



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

請求者

本人からの請求，電磁的記録（システム）の閲覧

含まない

日本年金機構

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

福祉年金の届出ファイル

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

請求者を特定し，受給停止要件を確認し福祉年金受給者の各種届出を受付け，日本年金機構へ送付する

もの

１．氏名，２．生年月日・年齢，３．住所，４．個人番号，５.年金番号，６．課税内容



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

請求者

本人からの請求，電磁的記録（システム）の閲覧

含まない

日本年金機構

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

福祉年金の届出ファイル

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

受給権者を特定し，災害の有無を確認し福祉年金受給者の各種届出を受付け，日本年金機構へ送付する

もの

１．氏名，２．生年月日・年齢，３．住所，４．個人番号，５.年金番号，６．災害状況



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

請求者

本人からの請求，電磁的記録（システム）の閲覧

含まない

日本年金機構

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

福祉年金の届出ファイル

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

受給権者を特定し，他年金の受給を確認し福祉年金受給者の各種届出を受付け，日本年金機構へ送付す

るもの

１．氏名，２．生年月日・年齢，３．住所，４．個人番号，５.年金番号，６．災害状況



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

請求者

本人からの請求，電磁的記録（システム）の閲覧

含まない

日本年金機構

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

福祉年金の届出ファイル

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

受給権者を特定し，氏名変更を確認し福祉年金受給者の各種届出を受付け，日本年金機構へ送付するも

の

１．氏名，２．生年月日・年齢，３．住所，４．個人番号，５.年金番号，



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

請求者

本人からの請求，電磁的記録（システム）の閲覧

含まない

日本年金機構

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

福祉年金の届出ファイル

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

受給権者を特定し，転居，支払先の変更を確認し福祉年金受給者の各種届出を受付け，日本年金機構へ

送付するもの

１．氏名，２．生年月日・年齢，３．住所，４．個人番号，５.年金番号，６．家族情報，７．受取先

金融機関



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

請求者

本人からの請求，電磁的記録（システム）の閲覧

含まない

日本年金機構

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

福祉年金の届出ファイル

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

請求者を特定し，請求要件，死亡日を確認し福祉年金受給者の各種届出を受付け，日本年金機構へ送付

するもの

１．氏名，２．生年月日・年齢，３．住所，４．個人番号，５.年金番号，６．家族情報，７．受取先

金融機関，８．死亡日，９．親族情報



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

請求者

本人からの請求，電磁的記録（システム）の閲覧

含まない

日本年金機構

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

福祉年金の届出ファイル

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

受給権者を特定し，福祉年金受給者の各種届出を受付け，日本年金機構へ送付するもの

１．氏名，２．生年月日・年齢，３．住所，４．個人番号，５.年金番号，



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

請求者

本人からの請求，電磁的記録（システム）の閲覧

含まない

日本年金機構

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

福祉年金の届出ファイル

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

受給権者を特定し，福祉年金受給者の各種届出を受付け，日本年金機構へ送付するもの

１．氏名，２．生年月日・年齢，３．住所，４．個人番号，５.年金番号，



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

請求者

本人からの請求，電磁的記録（システム）の閲覧

含まない

日本年金機構

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

福祉年金の届出ファイル

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

受給権者及び変更事項の記録のため

１．氏名，２．生年月日・年齢，３．住所，４．個人番号，５.年金番号，



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

老齢福祉年金受給権者

電磁的記録（システム）の閲覧

含まない

日本年金機構

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

福祉年金の受給権者定時届ファイル

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

福祉制年金（老齢福祉年金，障害基礎年金（20歳前））の支分権判定のため，受給権者本人，配偶者，

扶養義務者の所得状況届を日本年金機構に提出するもの

1.氏名，２．生年月日，３．住所，４．年金番号，５．家族情報，６．扶養義務者氏名，７．給与所

得，8．配偶者所得，９．扶養義務者所得



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

障害基礎年金受給権者（２０歳前障害）

電磁的記録（システム）の閲覧

含まない

日本年金機構

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

福祉年金の受給権者定時届ファイル

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

受給権者を特定し，支分権を判定するため（判定は日本年金機構が行う）

1.氏名，２．生年月日，３．住所，４．年金番号，５．家族情報，６．扶養義務者氏名，７．所得状況



個人情報ファイルの名称 年金相談に関する事務ファイル

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

ー

ー

ー

本人，口頭（電話），その他（年金手帳,診断書等）

含む

なし

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）※

※政令第２１条第７項に該当するファイル

個人情報ファイル簿（単票）

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

国民年金・厚生年金の加入状況，納付状況，受給金額，保険料納付等の問い合わせに回答するため，相

談者を特定するため，加入している（過去に加入した）年金を確認するため利用するもの。

１氏名，２生年月日・年齢，３住所，４連絡先，５その他（年金番号），６婚姻，７その他（過去の勤

務先），８公的扶助・社会保障等，9健康・身体状況，１０傷病歴，１１障害，１２診断書

年金被保険者，年金受給者



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

各年金受給権者（老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金・老齢厚生年金・障害厚生年

金・遺族厚生年金・各共済年金）及びその世帯

電磁的記録（システム）

含まない

日本年金機構

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

年金生活者支援給付金ファイル

市⾧

健康医療部 国民年金室

支給対象者を特定するため

1．氏名，２．生年月日，３．個人番号，４．年金番号，５．家族情報，６．所得状況，７．課税内容



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律施行条例第３条第１項（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

老齢基礎年金請求

本人からの請求,電磁的記録（システム）の閲覧

含まない

松戸年金事務所

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

年金裁定請求書受付名簿

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

請求者，年金振込口座の特定と加算金の有無について確認をし，老齢基礎年金請求を受付し，日本年金

機構（松戸年金事務所）へ送付するもの

1．氏名，２．性別，３．生年月日・年齢，４．住所，５．連絡先，６．年金番号，７．配偶者の年金

情報，８．口座番号，９．個人番号，１０．家族情報



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律施行条例第３条第１項（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

障害基礎年金請求（20歳前障害）

本人からの請求,電磁的記録（システム）の閲覧

含む

松戸年金事務所

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

年金裁定請求書受付名簿

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

請求者，年金振込口座を特定し，申請要件，加算金の有無を確認するため

1．氏名，２．性別，３．生年月日・年齢，４．住所，５．連絡先，６．年金番号，７．配偶者の年金

情報，８．口座番号，９．個人番号，１０．家族情報，１１．所得状況等，１２．傷病名・原因・病歴



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律施行条例第３条第１項（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

障害基礎年金請求（20歳後障害）

本人からの請求,電磁的記録（システム）の閲覧

含む

松戸年金事務所

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

年金裁定請求書受付名簿

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

請求者，年金振込口座を特定し，申請要件，加算金の有無を確認するため

1．氏名，２．性別，３．生年月日・年齢，４．住所，５．連絡先，６．年金番号，７．配偶者の年金情報，８．

口座番号，９．個人番号，１０．家族情報，１１．傷病名・原因・病歴等，１２．障害の有無・障害の種類等・

手帳関係，１３．診断書等



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律施行条例第３条第１項（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

遺族基礎年金請求

本人からの請求,電磁的記録（システム）の閲覧

含む

松戸年金事務所

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

年金裁定請求書受付名簿

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

請求者，年金振込口座を特定し，申請要件，加算金の有無を確認するため

1．氏名，２．性別，３．生年月日・年齢，４．住所，５．連絡先，６．年金番号，７．配偶者の年金情報，８．

口座番号，９．個人番号，１０．家族情報，１１．死亡者の年金状況



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律施行条例第３条第１項（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

寡婦年金請求

本人からの請求,電磁的記録（システム）の閲覧

含む

松戸年金事務所

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

年金裁定請求書受付名簿

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

請求者，年金振込口座を特定し，申請要件，加算金の有無を確認するため

1．氏名，２．性別，３．生年月日・年齢，４．住所，５．連絡先，６．年金番号，７．配偶者の年金情報，８．

口座番号，９．個人番号，１０．家族情報，１１．死亡者の年金状況，１２．所得状況等



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律施行条例第３条第１項（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

死亡一時金請求

本人からの請求,電磁的記録（システム）の閲覧

含まない

松戸年金事務所

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

年金裁定請求書受付名簿

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

請求者，年金振込口座を特定し，申請要件を確認するため

1．氏名，２．生年月日，３．死亡日，４．住所，５．年金番号，６．口座番号，７．個人番号，８．家族情報，

９．連絡先



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

未支給年金請求

本人からの請求,電磁的記録（システム）の閲覧

含まない

松戸年金事務所

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

年金裁定請求書受付名簿

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

請求者，年金振込口座を特定し，申請要件を確認するため

1．氏名，２．生年月日，３．死亡日，４．住所，５．年金番号，６．口座番号，７．個人番号，８．家族情報，

９．連絡先



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律施行条例第３条第１項（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

日雇特例被保険者手帳の新規交付・更新・再交付・書換え・返納等の申請書を提出したもの

本人からの申請,電磁的記録（システム）の閲覧

含まない

なし

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

日雇特例被保険者手帳の交付台帳

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

日雇特例被保険者手帳の新規交付・更新・再交付・書換え・返納等を行うもの

１．氏名，２．性別，３．生年月日・年齢，４．住所，５．連絡先，６．被扶養者に係る情報



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律施行条例第３条第１項（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

特別障害給付金請求者

本人からの請求

含む

松戸年金事務所

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

特別障害給付金請求書の受理及び進達ファイル

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

特別障害給付金の受給請求を受付け，日本年金機（松戸年金事務所）へ送付するもの

１．氏名，２．生年月日，３．連絡先，４．個人番号，５．年金番号，６．住所，７．口座情報，８．

家族情報，９．診断書，１０．病歴



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律施行条例第３条第１項（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

障害基礎年金受給者

本人からの請求書,電磁的記録（システム）の閲覧

含む

日本年金機構

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

障害基礎年金の額改定，支給停止事由消滅,支給停止者ファイル

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

請求者の特定と，所定の診断書を添付し，障害基礎年金の額改定請求，支給再開の届出を受付け，日本

年金機構（松戸年金事務所）へ送付するもの

１．氏名，２．住所，３．生年月日，４．連絡先，５．個人番号，６．年金番号，７．診断書，８．家

族情報，



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律施行条例第３条第１項（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

障害基礎年金支給停止者（20歳前障害）

本人からの請求書,電磁的記録（システム）の閲覧

含む

日本年金機構

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

障害基礎年金の額改定，支給停止事由消滅,支給停止者ファイル

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

請求者の特定と，所定の診断書を添付し，障害基礎年金の支給再開の届出を受付け，日本年金機構（松

戸年金事務所）へ送付するもの

１．氏名，２．住所，３．生年月日，４．連絡先，５．個人番号，６．年金番号，７．診断書，



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律施行条例第３条第１項（マニュアル処理ファイル）

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

障害基礎年金支給停止者（20歳後障害）

本人からの請求書,電磁的記録（システム）の閲覧

含む

日本年金機構

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

障害基礎年金の額改定，支給停止事由消滅,支給停止者ファイル

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

請求者の特定と，所定の診断書を添付し，障害基礎年金の支給再開の届出を受付け，日本年金機構（松

戸年金事務所）へ送付するもの

１．氏名，２．住所，３．生年月日，４．連絡先，５．個人番号，６．年金番号，７．診断書，８．所

得状況



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報の有無

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受領する組織の名称及

び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法令

の規定による特別の手続等

有り 無し

行政機関等匿名加工情報の提案の募

集をする個人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受

ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案を受ける組織の名称及

び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報

に関する提案をすることができる期

間

備考

ー

ー

個人情報ファイル等の種別
個人情報の保護に関する法律第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）※

※政令第２１条第７項に該当するファイル

ー

ー

ー

国民年金被保険者(保険料免除・納付猶予申請者）

本人，世帯員からの国民年金保険料免除納付猶予申請書，電磁的記録(システム）の閲覧

含まない

日本年金機構

柏市 総務部 行政課

〒２７７ʷ８５０５ 千葉県柏市柏五丁目１０番１号

ー

個人情報ファイル簿（単票）

国民年金保険料の免除等に関する事務ファイル

市⾧

健康医療部 保険年金課 国民年金室

国民年金保険料の免除，学生納付特例申請及び中国残留邦人等の特別措置対象者該当申出を受付け，日

本年金機構へ送付するのに利用するもの。申請者及び配偶者，世帯主を特定するため，所得確認のため

に利用するもの。

1氏名，２生年月日，４住所，５連絡先，６個人番号，７その他(年金番号，免除区分），８家族状

況，９収入・支出内容


